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１ 品種登録制度の概要

関税法による措置
税関において，育成者権侵害物品の輸出入取り締まり

育成者
（新品種）

育成者権
権利の存続期間：

２５年（木本の植物は３０年）

登録品種の「種苗」，「収穫物」
「加工品」を，業として
利用する権利を専有。

農林水産省
知的財産課

↓
審査・登録

利用者

出 願

権利付与

利用料 許諾 侵害への対応

民事上の請求
・ 差止請求
侵害の停止・予防，侵害物等の廃棄を請求

・ 損害賠償請求・不当利得返還請求
侵害した者に対し，損害賠償を請求

・ 信用回復の措置の請求
業務上の信用を回復するのに必要な措置（謝罪
広告の掲載等）を請求

刑事罰
・ 懲役又は罰金
個人：１０年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金

（併科可能）
法人：３億円以下の罰金

無断利用者

・新たに品種を育成した者は，当該品種を国に登録することにより，知的財産権のひとつである「育成者権」として，登録品
種の種苗，収穫物，加工品の販売等についての独占排他権を有する。
・環境や消費者の嗜好に合った品種の開発が行われることで，生産性の向上や付加価値の増加に繋がり，農業者にも消
費者にも有益。

［育成者権の効力の範囲外の行為］
・ 試験又は研究の目的での利用
・ 農業者の自家増殖
・ 権利の消尽

登録の要件
・区別性 ・均一性
・安定性
・未譲渡性（最初の販売
から1年以内。外国にお
いては4年以内。）
・名称の適切性
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２ 品種登録の審査手続と著作物の利用

品種登録の登録申請及び審査の過程において，
①出願者から農林水産省に ②農林水産省から出願者に
書類を提出する際に，その内容の根拠資料として著作物を利用することがある。

出
願

意見書
提出

出
願
公
表

登録公表
品種登録
（→登録簿
記載）

※ 登録に不服がある場合
は，行政不服審査法，行政
事件訴訟法に従って不服
を述べることが可能。

登録のフロー図と著作物の流れ

【申請者】
出願品種の
植物の種類
や形質の追
加等の証拠
となる文献等
を添付

【申請者】
意見の根拠となる
文献等を60日以
内に提出

【農水省】
必要に応じて
拒絶の根拠と
なる文献等を
提示

農
林
水
産
植
物
の
育
成

方
式
審
査

名
称
審
査

特
性
審
査

名
称
審
査

拒絶

【農林水産省】
出願品種の未譲渡
性等登録要件を満た
さないとして拒絶理由
の根拠となる文献等
を提示

名称変更
命令

【農林水産省】必要に応じて補正命
令又は名称変更命令の根拠となる
文献等を提示
【申請者】願書の内容が不明確な
場合は農林水産省の指示により30
日以内に追加資料を提出

【名称変更】

補正命令

【補正】

【栽培試験，
現地調査，
資料調査】

拒絶理由
の通知

資料２－２
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３ 品種登録の要件

• 品種登録出願の前に国内外の公然知られた他の品種と重要な形質（葉の形状，花
弁の色，耐病性等）に係る特性（丸い，赤い，〇〇病に耐性有り等）の全部又は
一部によって明確に区別できること。

• 同一世代でその重要な形質に係る特性の全部が十分類似していること（播いた種子か
ら同じものができる。）。

• 増殖後も重要な形質に係る特性の全部が安定していること（何世代増殖を繰り返して
も同じものができる。）。

• 日本国内において出願日から１年遡った日（外国においては，日本での出願日から４
年（果樹等の永年性植物は６年）遡った日）より前に出願品種の種苗や収穫物を
業として譲渡していないこと。

• 品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等。

①区別性

④未譲渡性

⑤名称の適切性

③安定性

②均一性

出願された品種は，以下の登録要件を全て満たした場合に品種登録され，育成者権が発
生する。
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４ 品種登録制度の登録審査と著作物の関係

・年間１千件程度の品種が出願されており，当該出願品種の植物の分類，登録要件を満たし
ているか否かの審査に当たっては，植物図鑑，学術論文，インターネット情報，種苗カタロ
グ，新聞等の客観的な資料を用いて確認している。

申請者
（新品種を登録申請）

国

審査ポイント

・願書の記載内容
（植物の植物名や
学名の誤り等を審査
〔方式審査〕）。
・「重要な形質」として
追加する必要がある
かを判断。

申請内容

【出願品種の登録審査の際に著作物を利用する例】

・品種が属する植物名
※1:これまでに出願のなかった植物の名
称及び学名の根拠

・品種の名称
・品種の育成及び繁殖方法
・品種の形質及び特性
・類似品種と明確に区別される品種の形
質及び特性
・品種審査において参考となり得る追加
情報
※2:品種の区別性を判断する「重要な
形質」を追加するための根拠
等

・品種が属する植物の種類に関す
る文献として学術論文や植物図
鑑
・「重要な形質」として追加すること
ができることの根拠として学術論
文
等の著作物を利用

出願品種の審査
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【出願時】
①出願に当たっては，これまでに出願のなかった植物（新規植物）に属する品種を出願する際，当該植物の
学名や当該植物の特性等を説明するため，根拠として出願者が植物図鑑等の写しを添付する場合がある。
②品種の区別性を審査する「重要な形質」において，耐病性，機能性等の「重要な形質」の新設を求める
際，根拠として学術論文等の写しを添付する場合がある。

④登録要件を満たさないことから，名称変更命令や拒絶理由通知の際，その根拠として，出所情報の著
作物名やウェブサイトの名称及び既存品種の掲載ページ等を提示する場合がある。

著作物の利用は，適確・迅速な審査手続のために不可欠であるが，
・著作物の利用について，著作権者から了承を得られない場合は，出願等の証拠として提出できず，品
種登録に支障を来すおそれがあること
・品種登録要件を満たさない根拠として提示した著作物等の資料は入手困難なものもあり，出願者が当該
資料を入手できない場合，反論の機会を失うこと
・名称変更命令に基づく名称の変更の期限は30日以内，拒絶理由通知に基づく意見書の提出期限は
60日以内等期限が設定され，期間内に迅速に書類を提出する必要があること
から，著作者の同意を得ずとも審査手続において著作物を利用できるようにする必要がある。

【品種登録要件を満たさないとの拒絶理由に対し，意見書で反論する根拠として著作物を添付する場合】
③花の色が不揃い等登録要件の一つである均一性の要件を満たしていないとした拒絶理由に反論する際，証
拠として通常の環境では発生しない異なる色や形（異形タイプ）が発現することについて，一定の環境下で
は異形タイプが生じやすいことを示す学術論文等の写しを添付する場合がある。

〔出願者が出願の際に著作物を添付する機会の例〕

〔農林水産省による登録要件審査における著作物を提示する機会の例〕
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①これまでに出願のなかった植物（新規植物）に属する
品種を出願
・新規植物の出願：23件程度／年
・利用する著作物：植物図鑑等
植物の名称や学名，植物の特徴，植物の写真等の
情報が掲載されている著作物

②出願した品種の審査項目として，耐病性や機能性等
の項目を新たに追加
・審査項目の追加や見直しを行った植物数：28植物程
度／年

・利用する著作物：学術論文等
出願品種が属する植物において，追加を求める耐病
性や機能性等の形質に関する情報が掲載されている
著作物

③品種登録の要件を満たさないとの指摘に対する反論
・審査再開となった件数：８件程度／年
・利用する著作物：学術論文等
登録要件を満たさないとの拒絶の理由に対し，意見書
により反論する根拠等の情報が掲載されている著作物
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６ 品種登録制度における著作物の利用に係る具体的なイメージ

出願者が利用する著作物の例 農林水産省が利用する著作物の例

※著作物の利用方法は，主に紙への複写，PDF化等。

④未譲渡性の要件等品種登録の要件を満たしていないと
して，品種登録出願を拒絶
・品種登録出願を拒絶するとして理由を通知：71件程
度／年

・利用する著作物：ウェブサイト，種苗カタログ，新聞等
出願品種の過去の取引において，未譲渡性の要件を
満たさない取引が行われている情報が掲載されている著
作物
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出願件数
平成29年度 出願：994（うち外国育成424）

登録：795（うち外国育成348）

平成29年度までの出願累計：33,207（うち外国育成11,069）

平成29年度までの登録累計：26,744（うち外国育成8,467）

平成28年度末の有効な登録件数：8,291

有効な
登録件数

海外育成件数
登録件数

国内育成件数

※ 農産種苗法による出願 217件を含む。

年 度

登録件数

７
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８ 登録品種数における著作物の利用主体の類型別シェア

注：①業種は，登録時点の区分である。その後の業種間の権利移転は反映していない。
②食品会社等は，その他業種の会社を含む。
③都道府県等は，市町村，公立学校を含む。
④国等は，国立学校法人，独立行政法人を含む。

26%
53%

10%

5%
4% 1%

種苗会社
個人
都道府県等
食品会社等
国等
農協等

（Ｓ53～Ｈ29年度）
登録品種数累計: 26,743

登録品種数における著作物の利用主体（出願者）の類型別シェアは，種苗会社
（53％），個人（26％），都道府県等（10％）の順で多くなっている。
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９ 名称変更命令及び拒絶理由通知の状況

〇拒絶理由通知の件数の推移

〇新規植物の出願状況
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

品種数 26 15 28 19 29

（知的財産課調べ）

（知的財産課調べ）

〇「重要な形質」の追加及び見直し等

（知的財産課調べ）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

拒絶理由通知 80 72 70 77 57

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

植物区分数 39 27 30 19 24
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10 植物新品種の審査における著作物の利用に係る諸外国の状況

〇 植物新品種の審査に係る著作物の利用について

国名 著作権侵害
とならないか 備考

アメリカ 〇 米国著作権法第107条の「フェア･ユース」に該当。

イギリス 〇
英国著作権法第46条第１項により，著作物を法律に基
づく調査を目的として用いる場合には，複製が可能とされ
ている。

ドイツ 〇 独国著作権法第45条第１項により，著作物を国の機関
の手続において用いる場合には，複製が可能とされている。

中国 〇
中国著作権法第22条第１項により，国家機関が公務を
遂行するために合理的な範囲において既に公表された著
作物を使用することが可能とされている。

※ EUについては，EU法（共同体の植物品種保護の権利に関する規則）に明示はない。


